
Title シュナイダー著『裁判をうけない高權行爲』
Sub Title Hans Schneider : Gerichtsfreie Hoheitsakte
Author 田口, 精一(Taguchi, Seiichi)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication year 1955

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.28, No.6 (1955. 6) ,p.75- 79 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-19550615-

0075

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


国mgm
mo
y

吋55

2
い

。
。
江口
町
宮崎同
位
。

図
。
v
a
g
mH
w
gw

開。。F仲
ロ
ロ品
∞」押mvP4作
HA凶C＼HAWHW
Hmwm
r

旬・
。・
回・
属。V
MJ
A円
。
－V

F問。
F

∞O
∞。｛件。ロ
w

シ
ュ
ナ
イ
ダ
！
著

『
裁
剣
を
う
け
な
い
高
権
行
急』

付

裁
判
事
項
に
つ
い
て
概
括
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は、
裁
剣

躍
の
範
国
が
限
定
さ
れ
な
い
か
ら、
一
一切
の
法
的
宰
訟
に
つ
い
て
康
く
出
訴
が

紹

介

と

批

評

許
容
さ
れ
るσ
こ
の
た
め
に
裁
判
に
よ
る
解
決
に
通
し
な
い
よ
う
な
問
題
も、

外
見
上
法
的
宰
訟
の
構
成
を
と
っ
て
裁
判問
所
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
多
い。
此

の
よ
う
な
出
訴
を
抑
制
し、
特
に
裁
剣
の
政
治
へ
の
介
入
を
防
止
す
る
目
的
を

以
て、
裁
剣
的
統
制
を
受
け
な
い
圏
家
樺
力
行
篤
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は、
一
九
五
O
年
十
月
十
三
日
よ
り
十
五
日
ま

で

ヨF
Z問。ロ
に
お
い
て
比
較
法

農舎
が
開
か
れ、
「
民、
豆、主
義
法
治
閣
に

お
け
る
裁
判
を
う
け
な
い
高
擢
行
篤」
（
ロ
2
Y
丘
町
Z
S
国
各
包
雷
鳥
三
E

e
E。w
g
丘
E
E口
同WOOF作一
m
go
d

が
一討
議
の
題
目
と
し
て
と
り
上
げ
ら

れ
た。
本
書
は
こ
の
皐
曾
に
お
け
る
著
者
の
研
究
報
告
を
補
充
し
て
出
版
し
た

も
の
で
あ
る。
な
お
著
者
と
共
に、
パ
リ
！
大
墜
の
の何回旬、
己
g
閉山由。ロ
ES
H信

教
授
が
「
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
裁
判
を
う
け
な
い
高
躍
行
篤」

（
のφ
止。
｝呂田
号
色。
問。yo凶作
8
5φ
山
E
Fφ口
広

哩宮
崎吋
mg
N
出

Emoyo口

開
g
E）

と
題
す
る
研
究
報
告
を
行
っ
た
が、
こ
れ
は
』
阿佐吋V
5何回
円凶
g

即
時φ
H岳民OFOD
開。。
言白
血φ吋
のφmAWH戸
dg吋
Y
Z・
『・
回・
戸
HCm∞・
に
掲
載

さ
れ
て
い
る。

こ
の
問
題
は
既
に
一
九コ
二
年
の
パ
リ
に
お
け
る
圏
際
会
法
皐
曾
（H
P

E
Eロけ
H
E
Sロ
注目
80
－

ιφ
ロ
g
Z
吋ロゲロ。）
で
論
議
さ
れ
た
が、
著
者

は
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
護
展
及
び
こ
れ
に
劃
す
る
英
米
訟
の
影
響
を
も

研
究
し
た。
か
か
る
高
擢
行
震
な
い
し
は
統
治
行
矯
（
g
g白
色。
m
24
26

ロφ
EO
尽）
に
劃
す
る
著
者
の
立
場
は、
裁
判門
と
圏
家
指
導（m
g
与
え
S
E出向）

と
の
関
係
か
ら
み
て、
裁
判
の
限
界
を
劃
す
べ
き
裁
判
官
の
自
主
的
制
限
と
し

て
そ
の
存
在
を
是
認
す
る
の
で
あ
る。
即
ち、
自
闘
の
領
域
の
確
定
と
か
外
園

政
府
に
劃
す
る
態
度
の
決
定
は、
裁
剣
所
が
行
う
の
で
は
な
く、
こ
れ
等
の
問

題
が
事
件
の
売
決
問
題
と
し
て
宰
わ
れ
る
な
ら
ば、
こ
れ
に
つ
い
て
の
政
府
の

七
五

（
五
一
｛
）



紹
介
と
批
誇

認
定
を
拘
束
力
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
判
決
の
根
擦
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
か
か
る
裁
到
所
の
審
査
を
う
け
な
い
確
定
力
の

あ
る
統
治
行
爲
は
、
例
外
に
過
ぎ
な
い
か
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の

か
、
そ
し
て
こ
の
行
爲
を
認
め
る
こ
と
は
法
治
主
義
を
重
親
す
る
現
在
の
傾
向

に
適
合
す
る
か
否
か
、
権
力
主
義
的
國
家
思
想
の
色
彩
を
有
す
る
か
否
か
等
の

諸
問
題
に
つ
い
て
、
著
者
は
フ
ラ
ソ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
、
ス

イ
ス
等
の
諸
國
の
實
例
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
ド
イ
ッ
の
傾
向
を
読
明
す
る
。

　
⇔
　
著
者
は
、
先
ず
一
九
三
二
年
以
後
一
九
四
五
年
ま
で
の
事
情
と
し
て
、

ナ
チ
ス
勢
力
の
強
化
と
融
孚
に
よ
り
裁
到
擢
が
縮
小
さ
れ
、
國
家
灌
力
に
封
す

る
権
利
の
裁
到
的
救
濟
が
極
度
に
制
限
さ
れ
た
こ
と
を
読
く
。
印
ち
、
憲
法
裁

到
権
は
、
蓮
邦
の
彊
化
に
よ
り
各
邦
が
無
力
と
な
つ
た
爲
に
、
遽
邦
と
邦
と
の

紛
雫
を
生
ず
る
飴
地
が
な
く
、
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
た
。
行
政
裁
到
灌
は
、

訴
訟
事
項
に
つ
き
既
に
法
律
に
よ
り
嚴
重
な
列
記
主
義
が
と
ら
れ
て
い
た
か

ら
、
行
政
裁
到
所
が
自
ら
裁
判
権
の
範
園
を
問
題
と
す
る
重
要
性
は
な
か
つ

た
。
し
か
も
、
裁
到
擢
の
範
園
は
立
法
的
に
狡
め
ら
れ
、
遂
に
は
行
政
訴
願
の

み
が
残
さ
れ
て
、
行
政
裁
到
は
否
定
さ
れ
た
。
更
に
民
事
の
損
害
賠
償
請
求
事

件
も
、
國
家
活
動
の
障
害
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
裁
到
の
範
園
か
ら
除
外
さ

れ
、
出
訴
が
制
限
さ
れ
た
。
此
の
ほ
か
公
務
員
に
封
す
る
庭
分
、
教
會
に
關
す

る
事
件
、
革
命
に
關
す
る
事
件
等
が
、
裁
到
の
範
園
か
ら
除
か
れ
、
裁
到
灌
の

範
園
が
非
常
に
狭
く
限
定
さ
れ
た
。

　
此
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
、
學
読
は
裁
判
が
政
治
に
介
入
す
べ
ぎ
で
な
い
こ

と
を
是
認
し
、
裁
到
の
及
ば
ぬ
行
爲
の
存
在
を
認
め
つ
つ
あ
つ
た
。
著
者
は
、

特
に
、
高
罐
行
爲
に
勤
す
る
統
制
を
裁
釧
に
よ
ら
ず
に
調
停
の
一
種
で
あ
る
性

七
六

（
五
ご
ば
）

質
決
定
手
綾
（
ρ
q
毘
篤
鍔
註
o
塁
く
霞
富
げ
奉
昌
）
に
よ
る
べ
し
と
す
る
声
男

言
器
β
の
學
説
を
代
表
的
な
も
の
と
し
て
と
り
上
げ
、
営
時
の
状
況
を
略
述
す

る
。
此
に
反
し
、
裁
到
所
は
政
府
の
璽
迫
に
封
抗
し
、
廣
い
裁
到
権
の
確
保
に

努
力
し
て
い
た
か
ら
、
鋼
例
は
、
右
の
よ
う
な
學
界
の
傾
向
に
同
調
し
な
か
つ

た
。
印
ち
、
裁
到
の
政
治
へ
の
介
入
を
望
ま
な
い
と
し
て
も
、
裁
到
所
は
、
裁

到
の
及
ば
な
い
政
治
的
な
國
家
指
導
行
爲
の
存
在
を
無
條
件
に
認
め
る
の
で
は

な
く
、
財
産
法
上
の
損
害
賠
償
と
關
連
し
、
叉
は
政
窯
の
政
治
到
断
を
妨
げ
な

い
限
度
に
お
い
て
、
裁
到
し
う
る
と
し
た
。
著
者
は
、
公
務
員
罷
冤
に
關
連
す

る
損
害
賠
償
請
求
や
國
家
批
會
主
義
ド
イ
ッ
螢
働
窯
（
乞
ω
U
卜
℃
）
の
公
法
上

の
責
任
に
關
す
る
事
件
の
主
要
な
剣
例
に
つ
い
て
略
述
し
、
右
の
よ
う
な
裁
判

の
傾
向
を
読
明
す
る
。
し
か
も
、
一
九
四
一
年
よ
り
四
二
年
に
か
け
て
の
東
部

ド
イ
ッ
に
お
け
る
反
抗
を
行
つ
た
主
要
軍
人
に
到
し
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
な
し
た

懲
戒
庭
分
を
、
裁
鋼
所
が
裁
到
し
た
結
果
、
途
に
、
濁
裁
的
政
治
権
力
に
よ
つ

て
裁
到
の
運
螢
は
室
虚
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
著
者
は
、
此
の
よ
う
な

事
實
か
ら
、
政
治
に
封
す
る
裁
判
の
限
界
を
認
め
、
し
か
も
、
こ
の
問
題
は
廣

汎
な
裁
到
権
と
關
蓮
し
て
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
と
し
、
衣
の
一
九
四
五
年
以

後
の
考
察
に
入
る
の
で
あ
る
。

　
㊧
　
験
後
東
ド
イ
ッ
と
西
ド
イ
ッ
で
は
、
全
く
そ
の
事
情
を
異
に
す
る
。
著
者

は
、
ま
ず
東
ド
イ
ッ
に
つ
い
て
考
察
し
、
統
治
行
爲
の
観
念
が
、
行
政
作
用
に
封

す
る
妨
害
排
除
の
根
族
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
當
御
月
げ
辞
ぎ
騎
Φ
ロ

邦
で
は
、
一
般
的
條
項
（
O
㊦
冒
霞
毘
匹
き
器
∪
の
探
用
に
よ
り
廣
汎
な
行
政
裁

鋼
を
認
め
て
い
た
が
、
こ
れ
が
、
共
産
主
義
的
な
土
地
改
革
を
目
的
と
す
る
没

牧
・
牧
用
等
の
行
政
庭
分
の
實
施
に
と
つ
て
、
障
害
と
な
つ
た
爲
に
、
一
九
四



五
年
の
行
政
裁
判
制
度
の
改
革
に
際
し
制
限
を
お
く
こ
と
に
な
つ
た
。
印
ち
、

邦
の
総
理
大
臣
が
副
総
理
の
意
見
を
き
き
、
統
治
行
爲
と
指
定
し
た
も
の
ば
、

裁
到
事
項
か
ら
除
き
、
こ
れ
に
關
す
る
出
訴
を
も
否
認
し
た
。
し
か
も
、
こ
の

指
定
を
鑛
張
し
、
途
に
列
記
主
義
を
復
活
し
、
議
會
及
び
政
府
自
盤
の
到
定
が

裁
到
所
の
到
断
よ
り
も
重
観
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
此
の
よ
う
な
裁
剣
に
甥

す
る
制
限
は
他
邦
に
お
い
て
丞
、
行
わ
れ
、
東
ド
イ
ッ
憲
法
に
よ
つ
て
更
に
強
化

さ
れ
た
。
印
ち
、
人
民
議
會
が
到
定
権
を
も
ち
、
自
由
に
統
治
行
爲
の
指
定
を
な

す
こ
と
に
よ
つ
て
、
行
政
裁
判
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
こ
の
騰
制

の
下
で
は
、
憲
法
裁
到
も
行
わ
れ
な
い
。
著
者
は
、
か
か
る
人
民
議
會
及
び
そ
の

憲
法
委
員
會
を
法
保
障
機
關
と
す
る
薩
制
に
、
疑
と
反
封
を
表
明
し
て
い
る
。

　
㈲
　
次
に
著
者
は
、
本
書
で
最
も
重
要
な
西
ド
イ
ッ
の
読
明
に
入
る
。
駿
後

西
ド
イ
ッ
の
裁
到
制
度
の
獲
展
は
、
國
家
活
動
に
劃
す
る
裁
到
的
統
制
を
廣
汎

に
認
め
る
司
法
國
家
の
確
立
を
意
圖
し
、
訴
訟
國
家
（
即
Φ
魯
富
薯
Φ
叩
ω
富
毬
）

を
完
威
し
た
。
印
ち
、
大
き
な
信
頼
が
裁
到
制
度
に
寄
せ
ら
れ
、
一
般
的
條
項

に
よ
つ
て
、
行
政
裁
到
所
は
廣
汎
な
審
査
灌
を
有
し
、
行
政
機
關
で
は
な
く
純

然
た
る
裁
到
灘
蘭
㎜
と
し
て
、
猫
立
の
立
場
か
ら
鋼
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
出
訴
の
制
限
が
撤
塵
さ
れ
た
か
ら
、
公
灌
力
に
よ
る
被
害
者
は
、
す
べ

て
裁
判
手
績
に
よ
る
救
濟
が
保
障
さ
れ
、
特
に
憲
法
裁
釧
所
、
の
新
設
に
よ
つ

て
、
こ
の
保
障
が
一
暦
彊
化
さ
れ
た
。
ド
イ
ッ
國
民
は
、
過
去
の
失
敗
の
脛
験

か
ら
、
此
の
よ
5
な
護
展
を
全
面
的
に
麦
持
し
、
學
界
も
亦
一
般
的
に
賛
慧
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
裁
到
の
政
治
化
の
鶴
黙
か
ら
、
こ
の
一

般
的
傾
向
を
批
到
し
、
裁
到
権
の
限
界
を
強
調
す
る
。

　
箸
者
が
こ
の
問
題
を
と
り
上
げ
た
動
機
は
、
　
薫
Φ
昌
霞
譲
書
霞
が
右
の

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

稜
展
に
俘
う
司
法
の
政
治
化
と
政
治
の
司
法
化
の
ご
重
の
危
瞼
を
指
摘
し
、
自

由
主
義
的
な
灌
利
保
障
手
段
と
し
て
の
裁
到
に
お
い
て
は
判
蜥
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
、
肚
會
的
法
治
國
の
理
念
に
基
づ
く
計
書
國
家
の
新
た
な
活
動
分
野
を

示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
著
者
も
、
裁
到
灌
の
強
化
が
、
國
家
灌
力
の
抑
制

是
正
の
た
め
に
適
切
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
裁
判
所
が
國
の
統
治

の
指
導
的
役
割
を
捲
當
し
、
そ
の
責
任
を
引
受
け
る
こ
と
に
反
封
し
、
裁
到
は

政
治
方
針
の
決
定
・
統
一
・
指
堪
・
實
現
に
適
し
な
い
と
す
る
。
此
の
融
か

ら
、
國
家
統
治
の
全
領
域
を
裁
到
に
よ
つ
て
覆
う
司
法
國
家
の
襲
展
の
中
に

は
、
裁
鍔
に
よ
る
國
家
指
導
行
爲
の
實
現
と
い
う
行
過
ぎ
の
危
瞼
が
あ
る
と
し

て
、
憲
法
裁
到
・
行
政
裁
到
の
範
園
に
麗
し
な
い
統
治
活
動
の
領
域
を
明
か
に

し
よ
う
と
し
た
。

　
そ
こ
で
、
著
者
は
憲
法
裁
到
に
つ
い
て
、
ボ
ン
憲
法
の
各
條
の
分
析
・
綜
合

的
考
察
の
結
果
、
政
治
的
に
重
大
な
決
定
は
、
國
家
指
導
に
責
任
の
あ
る
機
關

に
よ
る
べ
く
、
憲
法
裁
剣
所
の
再
審
査
の
灌
限
に
驕
し
な
い
と
し
て
、
若
干
の

實
例
を
あ
げ
た
。
邸
ち
、
蓮
邦
政
府
の
邦
政
府
に
封
す
る
指
示
の
場
合
の
緊
急

性
の
認
定
（
ボ
ン
憲
法
八
四
・
5
）
、
豫
算
外
麦
出
の
大
藏
大
臣
に
よ
る
不
測

の
必
要
性
の
決
定
（
ニ
ニ
）
、
そ
の
他
議
會
及
び
そ
の
調
査
委
員
會
の
決
議

（
四
四
・
4
）
等
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
存
在
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
裁

到
の
限
界
が
承
認
さ
れ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
憲
法
裁
鋼
所
は
そ
の
活
動
を
誤

り
、
ま
た
望
ま
し
く
な
い
裁
到
所
に
よ
る
政
府
が
實
現
さ
れ
る
と
批
判
し
て
い

る
。

　
次
に
、
行
政
裁
到
で
は
、
概
括
主
義
と
の
關
蓮
に
よ
り
、
統
治
行
震
の
問
題

が
特
に
重
要
に
な
る
と
し
て
、
著
老
の
読
明
も
、
他
の
學
読
を
参
照
し
つ
つ
、

こ
の
部
分
は
他
よ
り
も
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
。
帥
ち
、
　
毛
●
K
①
田
冒
Φ
匿
罰

七
七

（
五
二
6



紹
介
と
批
評

国
気
霞
響
印
謬
豆
浮
α
乞
霞
等
の
ほ
か
、
統
治
行
爲
を
行
政
行
爲
と
匿
別
し
v

行
政
裁
剣
事
項
か
ら
除
く
国
讐
の
｝
Φ
審
騒
、
及
び
裁
到
の
本
質
か
ら
み
て
、
政

治
的
な
統
治
行
爲
に
封
す
る
裁
到
を
否
定
す
る
国
旨
巽
唄
o
屋
跨
o
由
、
更
に
裁

到
の
封
象
の
性
格
よ
り
統
治
行
爲
の
裁
到
不
適
格
性
を
主
張
す
る
頃
o
吾
Φ
詳

屏
急
騎
霞
等
の
諸
説
を
略
述
し
、
特
に
著
者
は
、
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
と
同
じ

く
、
裁
到
の
灌
能
・
責
任
に
つ
き
そ
の
本
質
か
ら
限
界
を
考
え
、
裁
剣
官
の
自

主
的
到
國
に
よ
つ
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
裁
量
行
爲
と
統
治
行
爲
の
匿
別
で
あ
る
。
即
年

8
需
ピ
き
β
　
は
、
統
治
行
爲
を
裁
量
行
爲
の
範
疇
に
入
れ
、
爾
者
の
差
異
を

明
確
に
し
な
か
つ
た
こ
と
に
封
し
、
著
者
は
、
統
治
行
爲
の
存
在
を
認
め
る
實

釜
が
失
わ
れ
る
と
批
到
し
た
。
そ
し
て
、
統
治
行
爲
は
輩
な
る
自
由
裁
量
行
爲

と
異
り
、
そ
の
限
界
・
動
．
機
に
關
す
る
問
題
で
あ
つ
て
も
、
一
切
裁
到
所
の
審

査
を
う
け
な
い
行
爲
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
相
違
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
裁

量
の
性
格
及
び
範
園
よ
り
生
ず
る
。
印
ち
、
行
政
廃
に
は
自
由
裁
量
権
が
な

く
、
轟
束
裁
量
の
み
が
認
め
ら
れ
る
が
、
統
治
行
爲
は
、
法
の
轟
束
如
何
に
狗

ら
ず
、
常
に
最
高
機
關
の
決
定
に
よ
つ
て
實
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

典
型
的
な
鶴
束
裁
量
行
爲
で
あ
る
警
察
虜
分
が
、
事
實
と
の
適
合
性
を
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
よ
つ
て
再
審
査
さ
れ
る
の
に
反
し
、
統
治
行
爲
は
、
個
々
の
事
實
に
關
係
な

く
、
種
々
の
事
情
を
綜
合
的
に
到
断
L
そ
、
政
治
の
方
向
を
決
定
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
統
治
行
爲
を
裁
量
の
面
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
核
心

で
あ
る
統
治
の
本
質
か
ら
み
て
、
統
治
行
爲
を
、
政
府
に
よ
る
政
治
的
實
現
の

鋼
漸
・
鄙
ち
、
憲
法
に
よ
り
直
接
政
府
に
付
與
さ
れ
た
國
家
統
一
の
た
め
の
政

治
的
決
定
行
爲
と
定
義
し
た
。
こ
れ
が
裁
到
事
項
か
ら
除
外
さ
れ
る
理
由
は
、

著
者
に
よ
れ
ば
、
裁
到
所
に
は
政
治
的
責
任
が
な
い
融
に
あ
る
。
印
ち
、
政
治

ヒ
八

（
五
　
讐

的
な
國
家
指
導
行
爲
は
、
そ
の
灌
能
と
責
任
を
直
接
憲
法
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ

た
各
部
の
最
高
機
關
の
到
断
に
よ
る
べ
く
、
政
治
的
責
任
に
關
係
の
な
い
非
政

治
的
な
猫
立
の
裁
判
所
の
關
與
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
す
る
。
更
に
著
者
は
、

そ
の
根
嫉
を
、
國
際
司
法
裁
到
所
の
法
律
問
題
と
政
治
問
題
の
匿
別
に
關
す
る

剣
例
に
求
め
た
。

　
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
統
治
行
爲
の
特
質
と
し
て
、
著
者
が
、
法
の
存
在
に

拘
ら
ず
、
即
ち
、
法
的
拘
束
を
う
け
て
い
る
行
爲
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
本
質
が

國
家
指
導
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
裁
到
所
の
統
制
を
全
く
う
け
な
い

と
し
た
職
で
あ
る
。
し
か
し
、
統
治
行
爲
か
否
か
を
判
定
す
べ
き
明
確
な
基
澹

は
、
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
著
者
は
、
概
雑
主
義
に
よ
り
立
法
老
が
廣
汎

な
裁
到
活
動
を
期
待
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
裁
鋼
官
の
裁
到
の
本
質
に
封
す

る
自
畳
に
よ
り
、
統
治
行
爲
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
適
切
に
把
握
し
、
裁
到
活

動
に
お
け
る
裁
到
官
の
自
主
的
制
限
の
重
要
性
を
読
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
著

者
は
、
統
治
行
爲
の
實
例
と
し
て
、
議
會
の
決
議
・
外
交
上
の
最
高
権
力
行

爲
・
最
高
司
令
官
の
行
爲
・
政
府
の
政
治
的
決
定
行
爲
・
大
統
領
の
自
由
な
行

爲
等
を
列
撃
し
て
い
る
。

　
爾
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
鋼
灌
の
制
限
を
根
擁
づ
け
る
爲
に
、
著
者
は
更
に

外
國
の
事
情
を
読
明
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
の
内
容
は
、
著
者
の
解
読
に

よ
る
ま
で
も
な
く
、
既
に
わ
が
國
に
お
い
て
も
直
接
に
研
究
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
簡
箪
に
紹
介
す
る
に
止
め
る
。
最
初
に
統
治
行
爲
の
観
念
を
生
み
出
し
た

フ
ラ
ソ
ス
に
つ
い
て
は
、
別
に
エ
イ
ゼ
ン
マ
ン
の
稜
表
が
あ
る
の
で
、
著
者

は
、
箪
に
統
治
行
爲
の
類
型
を
列
撃
す
る
の
み
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て

は
、
≦
●
缶
o
募
勾
o
詳
ぴ
及
び
国
ρ
ω
●
譲
豊
①
の
読
明
そ
の
他
ヒ
ご
導
8



封
U
窪
旨
曽
β
事
件
等
の
著
名
な
到
例
を
紹
介
し
て
．
現
在
で
は
、
國
内
關
係

にも

裁
判
の
及
ば
ぬ
國
家
行
爲
の
観
念
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
す
る
。
印

ち
v
著
者
は
、
初
め
外
交
問
題
に
關
し
て
主
張
さ
れ
た
國
家
行
爲
が
、
裁
判
的

救
濟
手
綾
の
簡
略
化
と
裁
到
灌
櫨
張
に
俘
い
、
國
内
問
題
に
お
い
て
も
重
覗
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
と
読
く
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
に
つ
い
て
は
、
困
零
9
毘
一
到

事
の
判
決
、
O
富
唇
訂
Φ
部
族
の
問
題
、
U
o
鴇
の
叛
飢
及
び
そ
れ
ら
に
つ
い

て
の
著
名
な
到
事
の
判
決
等
に
よ
つ
て
、
政
治
問
題
に
關
す
る
司
法
の
自
主
的

制
限
の
傳
統
を
説
明
し
、
特
に
“
九
四
六
年
概
括
主
義
を
探
用
し
た
行
政
手
績

法
（
》
㌔
卜
●
）
の
制
定
以
後
に
お
い
て
は
、
政
治
問
題
を
裁
判
よ
り
排
除
す
る

場
合
が
多
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
し
て
い
る
。
経
に
、
ス
イ
ス
を
と
り
上
げ
、
著

者
は
、
法
文
上
統
治
行
爲
と
い
う
も
の
が
明
示
さ
れ
な
く
て
も
、
裁
剣
官
は
國

際
問
題
に
關
蓮
す
る
裁
到
に
際
し
て
、
自
主
的
に
抑
制
し
、
統
治
行
爲
に
つ
い

て
の
審
査
を
な
さ
な
か
つ
た
が
、
こ
の
傾
向
が
國
内
問
題
に
も
擾
張
さ
れ
て
い

る
融
を
指
摘
し
た
。

　
か
く
て
、
著
老
は
、
統
治
行
爲
の
承
認
は
各
國
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
必
ず

し
も
灌
力
主
義
の
復
活
で
は
な
く
、
裁
到
の
本
質
に
つ
い
て
の
自
覧
の
一
つ
の

進
歩
で
あ
る
と
し
て
、
統
治
行
爲
の
適
切
な
確
定
は
、
裁
判
の
本
質
的
限
界
を

理
解
し
た
裁
到
官
の
愼
重
な
自
制
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
結
論
す
る
。

　
統
治
行
爲
に
つ
い
て
の
完
全
な
理
論
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
が
、
實
際
に
は

ま
す
ま
す
困
難
な
問
題
が
叢
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
裁
剣
の
邉
信
に
つ
い

て
の
反
省
は
、
わ
が
國
の
現
歌
に
お
い
て
も
無
硯
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
，
か

く
て
、
最
近
わ
が
公
法
學
會
で
も
、
統
治
行
爲
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
山
田
準

次
郎
教
授
が
、
著
者
と
同
じ
立
場
よ
り
研
究
報
告
さ
れ
た
。
わ
が
裁
鋼
制
度
の

蓮
螢
に
お
い
て
統
治
行
爲
が
、
い
か
に
取
扱
わ
れ
る
べ
ぎ
か
、
本
書
は
、
小
勝

紹
介
と
批
評

子
な
が
ら
．
か
か
る
問
題
の
解
決
に
多
く
の
示
唆
を
與
え
る
も
の
と
認
め
ヤ
こ

こ
に
紹
介
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
口
精
一
）
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